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森林保険センターでは、自然災害リスクを踏まえた保険となるよう森林保険の商品改定
を行います。

改定内容は令和６年度以降に保険期間が開始する保険に適用となりますが、保険料の見
積もりや契約申込書の作成を行う期間を確保するため、令和５年度から改定商品の販売を
開始します。

<改定のポイント>

① 近年の自然災害リスクを適正に反映した保険料率に改定

② 将来の自然災害リスクの変動に対応できるよう長期契約の契約期間に上限年数を設定

改定事項１：近年の自然災害リスクを都道府県毎の保険料率に反映します。
その結果、ほとんどの都道府県(注)において保険料率が下がります。

＜Ｂクラス＞
青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、新潟県、
富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

＜Ｃクラス＞
北海道、岩手県、千葉県、京都府

＜Ａクラス＞
茨城県、埼玉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、兵庫県、香川県、
愛媛県、佐賀県、長崎県、沖縄県

(注)
現行クラスと同じ場合（現行Ｂクラス→新Ｂクラスなど）及び現行クラスから上

がる場合（現行Ｂクラス→新Ａクラスなど）は保険料率が下がりますが、現行クラ
スから下がる場合（現行Ａクラス→新Ｂクラスなど：千葉県、富山県、大阪府、宮
崎県が該当）は逆に保険料率が上がります。

（現行） （新） （現行） （新）

１～５年生 ３．４３円 ３．１６円 １．７２円 １．５８円

６年生～　 ２．５７円 ２．５０円 １．２９円 １．２５円

１～５年生 ４．２９円 ３．９６円 ２．１５円 １．９８円

６年生～　 ３．２２円 ３．１３円 １．６１円 １．５７円

１～５年生 ５．３６円 ４．７５円 ２．６８円 ２．３７円

６年生～　 ４．０３円 ３．７６円 ２．０２円 １．８８円
Ｃ

針葉樹 広葉樹

保険料率（保険金額１，０００円につき１年当たり）

クラス 森林の年齢

Ａ

Ｂ



【お問い合わせ先】
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林保険センター 保険業務部
山﨑（やまさき）・染谷（そめや）
TEL 044-382-3507 FAX044-382-3514

（参考）

クラス 森林の年齢

１～５年生 3,430円 3,160円 ▲270円 1,720円 1,580円 ▲140円

６年生～　 2,570円 2,500円 ▲ 70円 1,290円 1,250円 ▲ 40円

１～５年生 4,290円 3,960円 ▲330円 2,150円 1,980円 ▲170円

６年生～　 3,220円 3,130円 ▲ 90円 1,610円 1,570円 ▲ 40円

１～５年生 5,360円 4,750円 ▲610円 2,680円 2,370円 ▲310円

６年生～　 4,030円 3,760円 ▲270円 2,020円 1,880円 ▲140円

保険金額１００万円当たりの１年間の保険料の増減

Ｂ

Ｃ

針葉樹 広葉樹

Ａ

（参考）森林保険とは…

森林保険とは、「森林保険法」（昭和12年法律第25号）等に基づき、森林所有者を被保険
者として、森林についての火災、気象災（風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害）、噴火災
による損害を総合的に補償する保険です。

森林保険は森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネットとして、林業経営の安
定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。

※森林保険センターのＨＰに森林保険の詳しい情報を掲載しています。
URL：https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/

改定事項２：長期契約の契約期間の上限年数を２０年に設定します（これまでは上
限年数の設定なし）。
その結果、契約内容を見直す機会が２０年以内に確実に訪れるため、

その機会に自然災害リスクを反映した適切な契約内容に見直すことがで
きます。また、長期間にわたって相続時の名義変更等が行われず、契約
情報が更新されないといった事態を防ぐことができます。
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